
広 告 広 告

令和6年4月号
2627

COLORS
よりい

令和6年4月号COLORS
よりい

よりいジョブセンター

働きたい皆さんを応援します！
お気軽にご利用ください。

▶相談日　月～金曜日（祝日を除く）
▶時　間　午前9時～午後5時
▶場　所　役場2階
▶相談内容
　①職業相談・職業紹介
　②内職相談（火・金曜日実施）
　③障害者を対象とした就労支援
　※②、③は、町内在住の方が対象

よりいジョブセンター（ 586·1331）

二次元コードから
ダウンロード！

ご活用ください！

広報よりいや寄居議会だよりがス
マホで読める！ 寄居町をもっと身
近に感じるアプリ「マチイロ」をご
活用ください。最新号はもちろん、
バックナンバーも閲覧できます。

60
歳
以
上
、小
･
中
学
生 

… 

1
0
0
円

60
歳
未
満 

… 

3
0
0
円

利
用
時
間 　
　

入
館
：
午
前
9
時
～
午
後
4
時
30
分

入
浴
：
午
前
10
時
30
分
～
午
後
4
時

通
信
カ
ラ
オ
ケ：午
前
10
時
30
分
～
午
後
3
時

30
分

※
1
回
1
0
0
円（
申
込
順
）

休
館
日
／
月
曜
日
、第
4
金
･
土
曜
日

 

趣
味
を
生
か
し
た
教
養
教
室
等
も
実
施
し
て

い
ま
す
の
で
、お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

 

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
（

5
8
1
･
3
8
6
1
）

ご
利
用
く
だ
さ
い
！

寄
居
町
公
共
施
設
予
約
シ
ス
テ
ム

　
町
で
は
、4
月
1
日
か
ら
公
共
施
設
利
用
者

の
利
便
性
向
上
と
公
共
施
設
の
利
用
促
進
の
た

め「
寄
居
町
公
共
施
設
予
約
シ
ス
テ
ム
」の
稼
働

を
開
始
し
ま
し
た
。

　
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
使
う
こ
と
に
よ
り
、ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
な
ど
を
使
っ
て
、施
設
の

空
き
状
況
の
確
認
や
予
約
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、使
用
料
の
支
払
い
に
つ
い
て
も
窓
口

で
の
現
金
払
い
の
ほ
か
、ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等

の
オ
ン
ラ
イ
ン
決
済
を
選
択
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
り
ま
し
た
。対
象
施
設
ご
と
の
開
始
時
間
、

利
用
方
法
な
ど
、詳
細
は
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

生
涯
学
習
課（

内
線
5
3
2
）

ご活用ください！ 
中心市街地賑

に ぎ

わい創出事業補助金
　町では、中心市街地の賑わい創出のためのイベント等を実
施する団体に対し、補助金を交付します。

▶受付開始／ 4 月 15 日㈪～
※予算額に達した時点で受付終了となります。

▶ 対象区域／「寄居町中心市街地活性化基本計画」で設定す
る寄居駅南口周辺をはじめとした約66.6ヘクタールの区域

▶ 対象団体／3人以上で構成される団体
※商店会等、同一年度･同一事業で補助金の交付決定を受けた団体を除く

▶ 対象事業／中心市街地の賑わい創出を目的として実施する
イベント等

▶対象経費／事業の実施に要する経費　
※補助対象外となる経費あり

▶補助金額／上限額 20 万円　※総事業費－収入＝補助金額

▶ 申請方法／イベント等実施前に、申請書と次の①～③を持
参し、プロモーション戦略課へ申請してください。
①事業計画書
②収支予算書
③ その他添付書類（実施イメージ図、見積書、団体名簿、

団体の概要が分かるもの等）

プロモーション戦略課（ 内線432）

埼
玉
県
収
入
証
紙
代
金
の

還
付
申
請
に
つ
い
て

　
パ
ス
ポ
ー
ト
の
申
請
や
運
転
免
許
証
の
更
新

な
ど
で
埼
玉
県
へ
の
手
数
料
の
支
払
い
に
使
用

し
て
い
た
埼
玉
県
収
入
証
紙（
以
下「
県
証
紙
」）

は
、令
和
6
年
3
月
末
日
を
も
っ
て
利
用
が
終
了

し
ま
し
た
。未
使
用
の
県
証
紙（
汚お

そ
ん損
、毀き

そ

ん損
し

た
も
の
を
除
く
）を
保
有
し
て
い
る
場
合
、令
和

10
年
12
月
末
日
ま
で
の
間
に
埼
玉
県
へ
返
還
す

る
と
、県
証
紙
代
金
の
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。返
還
を
希
望
す
る
際
は
、指
定
の
申
請

書
を
記
入
し
、県
証
紙
と
併
せ
て
埼
玉
県
へ
郵
送

ま
た
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。詳
し
く
は
県
出

納
総
務
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

県
出
納
総
務
課

　
（

0
4
8
･
8
3
0
･
5
7
1
4
）

福
祉
に
関
す
る
計
画
を

策
定
し
ま
し
た
！

　
町
で
は
、令
和
6
年
度
か
ら
8
年
度
を
計
画

期
間
と
す
る「
寄
居
町
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
」

お
よ
び「
寄
居
町
障
害
者
計
画
･
第
7
期
寄
居

町
障
害
福
祉
計
画
･
第
3
期
寄
居
町
障
害
児
福

祉
計
画
」を
策
定
し
ま
し
た
。こ
こ
で
は
各
計
画

の
概
要
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。詳
細
は

町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

寄
居
町
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画 

　
高
齢
者
の
心
身
の
健
康
保
持
お
よ
び
生
活
の

安
定
の
た
め
、生
活
支
援
の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス

提
供
な
ど
、高
齢
者
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
全
般
に

関
す
る
計
画
で
す
。

福
祉
課（

内
線
1
2
3
）

不
動
産
鑑
定
士
に
よ
る

不
動
産
の
無
料
相
談
会

4
月
13
日
㈯
午
前
10
時
～
午
後
4
時

 

浦
和
会
場 

浦
和
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

14
集
会
室

　
（
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
東
高
砂
町
11
―

1
）

　

川
越
会
場 

ウ
ェ
ス
タ
川
越
2
階
活
動
室
4

　
（
川
越
市
新
宿
町
1
―

17
―

17
）

不
要

（
公
社
）埼
玉
県
不
動
産
鑑
定
士
協
会

　
（

0
4
8
･
7
8
9
･
6
0
0
0
）

愛
の
り
タ
ク
シ
ー
で
Y

ヨ

リ

カ

o
r
i
―
C
a

決
済
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
！

　

町
で
は
、地
域
内
経
済
の
循
環
を
促
進
す

る
と
と
も
に
、町
民
の
皆
さ
ん
が
愛
の
り
タ
ク

シ
ー
を
よ
り
利
用
し
や
す
く
す
る
た
め
、4
月

か
ら
愛
の
り
タ
ク
シ
ー
の
運
賃
支
払
い
に
地
域

通
貨「
ヨ
リ
カ
」で
の
決
済
を
導
入
し
ま
し
た
。

　
愛
の
り
タ
ク
シ
ー
お
よ
び
ヨ
リ
カ
の
利
用
方

法
に
つ
い
て
は
、町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

※ 

使
用
で
き
る
の
は
ア
プ
リ
タ
イ
プ
の
み

（
カ
ー
ド
タ
イ
プ
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
）

 

都
市
計
画
課（

内
線
2
4
3
） 

上
下
水
道
料
金
等
の
臨
宅
徴
収
を

民
間
法
人
に
委
託
し
て
い
ま
す
！

　
町
で
は
、水
道
料
金
、下
水
道
使
用
料
お
よ
び

農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
使
用
料
の
臨
宅
徴
収

を
、民
間
の
専
門
業
者「
㈱
ジ
ー
シ
ー
シ
ー
自
治

体
サ
ー
ビ
ス
」（
本
社：前
橋
市
三
俣
町
2
―

11
―

10
）に
委
託
し
て
い
ま
す
。

寄
居
町
障
害
者
計
画･第
7
期
寄
居
町
障
害

福
祉
計
画･第
3
期
寄
居
町
障
害
児
福
祉
計
画

 　

障
害
者
を
取
り
ま
く
社
会
情
勢
等
を
鑑
み
、

障
害
者
が
地
域
で
安
心
し
て
自
立
し
た
生
活
を

送
り
、個
性
を
生
か
し
て
交
流
･
活
動
で
き
る

環
境
づ
く
り
を
目
指
す
計
画
で
す
。

福
祉
課（

内
線
1
2
1
）

ご
利
用
く
だ
さ
い
！

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー（
か
わ
せ
み
荘
1
階
）で

は
、健
康
と
仲
間
づ
く
り
を
目
的
に
さ
ま
ざ
ま

な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。皆
さ
ん
の
ご

利
用
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

入
館
料 

70
歳
以
上
、幼
児 

… 

無
料

　
徴
収
員
が
ご
自
宅
や
事
業
所
を
訪
問
す
る
際

は
、町
で
発
行
す
る
身
分
証
明
書
を
必
ず
携
行

し
て
い
ま
す
の
で
、ご
確
認
の
う
え
水
道
料
金

等
を
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。な
お
、水
道
料
金
等

は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
決
済
ア
プ
リ
で
も
納
付
で
き
ま
す
。ま
た
、便

利
で
確
実
な
口
座
振
替
を
お
勧
め
し
て
い
ま
す

の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

上
下
水
道
課（

内
線
2
6
1
･
2
6
2
）

寄
居
町
空
家
等
対
策
計
画
を

策
定
し
ま
し
た
！

　

町
で
は
、適
正
に
管
理
さ
れ
て
い
な
い
空
き

家
が
増
え
続
け
て
お
り
、地
域
住
民
の
住
環
境

に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

総
合
的
か
つ
計
画
的
に
空
き
家
対
策
を
推
進
す

る
た
め『
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別

措
置
法
』に
基
づ
き
、寄
居
町
空
家
等
対
策
計
画

を
策
定
し
ま
し
た
。本
計
画
に
つ
い
て
は
町
公

式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

都
市
計
画
課（

内
線
2
4
1
･
2
4
3
）

寄
居
町
地
域
防
災
計
画
を

改
定
し
ま
し
た
！

　
町
で
は
、災
害
か
ら
町
民
の
皆
さ
ん
の
生
命
、

身
体
お
よ
び
財
産
を
守
る
た
め
、災
害
に
対
す

る
予
防
対
策
、応
急
対
策
、復
旧
復
興
対
策
等
を

定
め
た
寄
居
町
地
域
防
災
計
画
を
改
定
し
ま
し

た
。本
計
画
は「
防
災
基
本
計
画
」、「
埼
玉
県
地

域
防
災
計
画
」お
よ
び「
第
6
次
寄
居
町
総
合
振

興
計
画
」と
整
合
を
図
り
、地
震
災
害
、風
水
害

お
よ
び
大
規
模
な
事
故
災
害
を
は
じ
め
と
す
る

各
種
災
害
に
対
処
す
る
と
と
も
に
防
災
関
連

計
画
等
を
策
定
す
る
基
礎
と
な
る
も
の
で
す
。

詳
細
は
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

自
治
防
災
課（

内
線
3
7
1
･
3
7
2
）

0120･048･392寄居町防災行政無線テレホンサービス581･2121（代表）寄居町役場
日時日 場所場 対象対 定員定 持ち物持 内容内 費用費 申し込み申 その他他 問い合わせ問
電話 メールHPホームページFAX ファクス おしらせ版


